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各都道府県

　住民基本台帳ネットワークシステム担当部長　殿

総務省自治行政局市町村課長

住民基本台帳法第36条の2及び第30条の2「9の解釈に』ついて

　住民基本台緩ネットワークシステムの運営及び構築については、日ご

ろから御尽力を賜り、誠にありがとうございます。

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第36条の2及び第30

条の29の解釈は下記のとおりであり、本目開催された第5回住民基本

台帳ネットワーク渥デム調査委員会臨レ・て翻しましたので疹考

までにお送りいたします。

　なお、貴都道府県内の市区町村にも御連絡いただきますよう，よろしく

お願いいたします。

記

　住民基本台帳法第36条の2又は第30条の29の規定により住昆基

本台帳ネットワークシステムからの離脱又は不接続を行うことはでき

ず、住民基本台帳法違反となる。

なお、住塞本台帳ネットワークシステム第一次騨の際の難対策

は、住民基本台帳ネットワークシステムからの離脱又は不接続を行った

もゐではない。（別添資料参照）



住民基本台嬢法第36条の2又は第3ρ条の29の規定を提拠として住民基

本台帳ネットワークシステムからの離脱又は不接続を行うことは違法

1　ぱじめに

｝

　市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、本人確認情報の都道府県知事への

通知（住民基本合幅法（昭和42年法律第81号。以下「法」という。）第30条の5）、

住所地以外の市町村における住民票の写しの交付（法第12条の2）・、転入転出手続の

特例（法第24条の2）等の事務を行うものとされている。また、都道府県知事は、市

町村長から通知を受けた本人確認情報の磁気ディスクヘの記録（法第30条の5）、本

人確認情報の指定情報処理機閏への通姻（法第30条の11）等の事務を行うものとさ

れている。これらの事務は電気通信回纏を通じて行うこととされて諭り、市町村長及び

都道府県知事は住民基本台根ネットワークシステム（以下「住基ネット』という。）を

運用し、法で定める上記の本人確認情報の通知等の事務を行う義務があるところである。

　他方、法第36条の2及び第30条の29の規定により・市町村長及び都道府県知事

は、住民票等に記載されている事項又ぱ本人確認情報の漏えい、滅失及ぴき損の防止そ’

の他の住民票等に記載されている事項又は：本人確認情報の適切な管理のために必要な措

置を講じなければならないとされている。

2　問題の所在とこれに対する考え方

（1）住基ネットからの個人情報の漏えい等のおそれを理由として、法第36条の2文は

第30条の29を根拠として住基ネットから離脱又は不接緕を行うことも合法である

　との見解が主張されている．しかしながら、これらの規定ぱ、法に定める事務を実施

することを前提として住民票等に記載されている事項又は本人確認情報の適切な管零

のために必要な措置を講ずぺきことを規定したも甲であり・また、住基ネットについ

てぱ、制度面、技術面及び運用面において個人情報保護のための措置が講じられてい

ることを考えあわせても、この規定を根拠として市町村長又隊都道府県知事の判断で、

住基ネットを蓮用せず、法に定める本人確認情報の通知等の事務を行わないとするこ

　と（いわゆる住基ネットからの離脱又は不接続）はできないものである。

〔2）なお、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方塗並びに磁気デイス

クヘの記録及ぴその保存の方法に関する技術的基準（平成14年総務省告示第334

号。以下r住基ネットセキュリディ基準」という。）においては、都道府県、市町村

及び指定情報処理榿関は緊急時対応計画を定め、ファイアウ才一ルで不正アクセズの

徴候を発見したときなど本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象が確認され、

本人確認情報の漏えい等の危険が具体的に発生した場合には、相互に連絡調整を行い、

被害拡大を防止するための措置等を講ずることとされている。こうした場合の応急的



な措置として、市町村長又ぱ都道府県知事が、住基ネットとの切断等の搭置を講ずる

ことまでぱ否定されないが、かかる具体的な危険性が現実化していない場合に、住基

ネットを運用せず法に定める事務を行わないとすることはでき蓼いものである・

　したがって、単に庁内LANがインターネットに接続していること等を毛って、住

基ネットを運用せず法に定める事務を行わないとすることは違法である。

3　住基ネット第一次稼働の際の緊急対策について

　総務省においては、昨年8月5日の住基ネットの第一次稼鋤に際し・全市町村を対象

に住基ネットと接続する既設ネットワークの安全性について点検を実施し・一定のセキ

ュリティ対策を講じていることを確認できなかった市町材に対しては・改善のための支

援を実施したところであるが、この緊急対策について・法第36条の2に基づき市町村

長の判断で住基ネ，トからの一時的な離脱又ぱネ接続を行ったものであるとの見解があ

る。

　しかしながら、この緊急対策は、一定のセキュりティ対策を講じていることを確認で

きなかった市町村に対して、

①住基ネットと接続した既設ネットワークについて・外部のネットワークとの接続を

　遮断する措置を講じること

②①の措置を講じることが困難な場合にぱ・既存住基システムとコミュニケーション

　サーバの間を業務時間中遣断し・業務時間終了後・本み確認情報の更新を行うときの・

　み、接続を行う措置を講じること

を要請したものである。

　特に②の措置にっし・ては、住基ネットの運用を前堤として、各市町村のコミュニケー

シ…ヨンサーバと既存住民基本台帳システムとの接続方式の一つである媒体交換方式と同

様の対応がとられるよう（市町村のコミュニケーションサーバと既存住民基本合帳シス

テムとの接続方式にぱ、回線接続方式と媒体交換方式の2種類がある）・各市町村のコ

ミュニケーションサーバと既存住民基本台帳システムの間の電気通信回線の接続時間を

限定し、その中で法に定める事務を実施するべきことを、法第31条第1項あ規定によ

り指導したものである。

　したがって、コミュニケーションサーバを停止したり、また、コミユニケーションサ

ーバと住基ネットを切断したりすることなどにより、住基ネットを運用せず、法に定め

る事務を行わないとすること（いわゆる住基ネットからの離脱又は不接続）としたもの

でぱない．



（参考）

住基ネットの個人情報保護のための措置は以下のとおりである、

①制度面の措置
　　法において』都道府県や指定情報処理機関が保有する情報を本人確認情報に限定し

　ている（法第30条の5及び第30条の11）。なお、本人確認情報のうち、氏名、

　出生の隼月日、男女の別及ぴ住所については、何人でも閲覧を請求することができる

　情報であり（法第11条）、住民票コードについては、理由のいかんを問わず、その

　変更を請求することができるものであること（法第30条の3）。

　　また、法にお“てぱ、住基ネットから本人確認情報の提供を受ける行取機関及び事1

　務ば、法に規定されているものに限定し、受領した本人確認情報の目的外の利用を禁

　止すること（法第30条の7、第30条の8及び第30条の34）、市町村、都道府
　県、指定情報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者等

　（委託業者を含む。）に対し守穆義務を課するとと毛に、当該義務に違反した場合の

　罰則を国家公務員法（昭和22年法律第120号）第109条及び地方公務員法（昭

　和25年法律第261号）第60条に規定する罰劉（1年以下の態役又は3万円以下
　の罰金）に比して加重すること（2年以下の慾役又1ま100万円以下の罰金）（決第

　30条の17、第30条の31及び第30条の35並ぴに第42条）等の措置を講じ
　ている。

②技術面及び運用面の措置

　　市町村、都道府県、指定構報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　住基ネットセキュリティ基準等に基づき、住基ネッドに係る事務処理体制や母境16設

　備の整備、管理及ぴ運用の適正化等の措置を講じている．具体的には、市町村におけ

　るコミュとゲーションサーバ、都道府県サーバ又ぱ指定情報処理挫関サーパを結ぶ電

　気通信回線は、専用回線を使用すること、必要な部分にファイアウォールを設置し通

　信制御を行うこと、通信相手相互の認証を行うこと、交換するデータの暗号化を実施

　すること、端末擁の取扱いに際し、操作者が正当なアクセス権限を有していることを

　畏作者識別カード及び暗証番号により確認すること等の措置を講じてい各。，


